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令和６年２月日光市議会定例会議案 

 

 

 

 

 

 

日光市 

 

 



番　　　号 件　　　　　　　　　　　　名

報告第１号
市長の専決処分事項の報告について
[損害賠償の額の決定及び和解]

議案第１号 令和６年度（2024年度）日光市一般会計予算について

議案第２号
令和６年度（2024年度）日光市国民健康保険事業特別会計予算につい
て

議案第３号
令和６年度（2024年度）日光市後期高齢者医療事業特別会計予算につ
いて

議案第４号 令和６年度（2024年度）日光市介護保険事業特別会計予算について

議案第５号 令和６年度（2024年度）日光市診療所事業特別会計予算について

議案第６号 令和６年度（2024年度）日光市温泉事業特別会計予算について

議案第７号 令和６年度（2024年度）日光市銅山観光事業特別会計予算について

議案第８号
令和６年度（2024年度）日光市公共用地先行取得事業特別会計予算に
ついて

議案第９号 令和６年度（2024年度）日光市水道事業会計予算について

議案第１０号 令和６年度（2024年度）日光市下水道事業会計予算について

議案第１１号 教育長の任命につき議会の同意を求めることについて

議案第１２号 教育委員会の委員の任命につき議会の同意を求めることについて

議案第１３号 教育委員会の委員の任命につき議会の同意を求めることについて

議案第１４号
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき議会の同意を求めること
について

議案第１５号
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき議会の同意を求めること
について

議案第１６号
固定資産評価審査委員会の委員の選任につき議会の同意を求めること
について

令和６年２月日光市議会定例会付議事件表
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番　　　号 件　　　　　　　　　　　　名

議案第１７号 人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて

議案第１８号 人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて

議案第１９号 日光市地域循環によるゼロカーボンシティ実現条例の制定について

議案第２０号 日光市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２１号
日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する
条例の制定について

議案第２２号
日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
の一部を改正する条例の制定について

議案第２３号 日光市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２４号 日光市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２５号
日光市介護保険財政調整基金条例の一部を改正する条例の制定につい
て

議案第２６号
日光市学校設置条例及び日光市スクールバス運行条例の一部を改正す
る条例の制定について

議案第２７号 日光市体育館条例等の一部を改正する条例の制定について

議案第２８号
日光市ねたきり在宅者及び重度心身障がい者介護手当支給条例の一部
を改正する条例の制定について

議案第２９号
日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例の一部を改正する
条例の制定について

議案第３０号
日光市集会所条例及び日光市集会施設条例の一部を改正する条例の制
定について

議案第３１号 日光市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について

議案第３２号 日光市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について

議案第３３号
日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関
する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第３４号
日光市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する
基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について
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番　　　号 件　　　　　　　　　　　　名

議案第３５号

日光市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営
並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果
的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の
制定について

議案第３６号
日光市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防
支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を
定める条例の一部を改正する条例の制定について

議案第３７号
日光市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定
める条例の一部を改正する条例の制定について

議案第３８号
日光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例の制定について

議案第３９号
日光市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４０号
日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び日光市
職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第４１号
日光市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて

議案第４２号
日光市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

議案第４３号 日光市霧降スケートセンターの指定管理者の指定について

議案第４４号
財産の無償譲渡について
[日光市地域情報通信基盤整備事業で構築した光ファイバケーブル設備
及び附属設備]

議案第４５号
市道路線の変更について
[柏木平線]

議案第４６号
市道路線の変更について
[七色火線]

議案第４７号
市道路線の認定について
[平ケ崎下原２号線]

議案第４８号
市道路線の認定について
[杉ノ沢銀星５号線]

議案第４９号
辺地に係る総合整備計画の変更について
[中小来川辺地]

議案第５０号
辺地に係る総合整備計画の変更について
[日向辺地]
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番　　　号 件　　　　　　　　　　　　名

議案第５１号
辺地に係る総合整備計画の変更について
[川俣辺地]

議案第５２号 令和５年度（2023年度）日光市一般会計補正予算（第８号）について

議案第５３号
令和５年度（2023年度）日光市介護保険事業特別会計補正予算（第３
号）について

議案第５４号
令和５年度（2023年度）日光市銅山観光事業特別会計補正予算（第２
号）について

議案第５５号
令和５年度（2023年度）日光市下水道事業会計補正予算（第１号）に
ついて

4



1 

                                  報告第１号 

 

市長の専決処分事項の報告について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会において

指定されている事項について、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定によ

り報告する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   
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専決第１７号            

 

専 決 処 分 書 

 

大桑町地内で発生した自動車損傷事故に係る損害賠償の額の決定及び和解については、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分する。 

 

  令和５年（2023 年）１２月１日  専決処分 

 

日光市長 粉 川 昭 一 

 

１ 事故発生日時  令和５年１０月１２日 午前９時３０分頃 

２ 発 生 場 所  大桑小学校駐車場（大桑町地内） 

３ 相 手 方  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

          ＊＊＊＊ 

４ 和 解 内 容 

（1） 市は、損害額を負担すること。 

（2） 損害賠償金は、示談成立後速やかに支払うこと。 

（3） 本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても、双方とも異議の申立てをしない

こと。 

５ 損害賠償 額  ３８９，８８４円 
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専決第１８号            

 

専 決 処 分 書 

 

鬼怒川温泉大原地内で発生した自動車損傷事故に係る損害賠償の額の決定及び和解につ

いては、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分

する。 

 

  令和５年（2023 年）１２月７日  専決処分 

 

日光市長 粉 川 昭 一 

 

１ 事故発生日時  令和５年４月２２日 午前８時３０分頃 

２ 発 生 場 所  国道１２１号（鬼怒川温泉大原地内） 

３ 相 手 方  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

          ＊＊＊＊＊＊ 

４ 和 解 内 容 

（1） 市は、損害額を負担すること。 

（2） 損害賠償金は、示談成立後速やかに支払うこと。 

（3） 本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても、双方とも異議の申立てをしない

こと。 

５ 損 害 賠 償 額  ８３，７５６円 
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専決第１９号            

 

専 決 処 分 書 

 

瀬尾地内で発生した自動車損傷事故に係る損害賠償の額の決定及び和解については、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分する。 

 

  令和５年（2023 年）１２月８日  専決処分 

 

日光市長 粉 川 昭 一 

 

１ 事故発生日時  令和５年１０月２０日 午後６時００分頃 

２ 発 生 場 所  市道栗原～高百線（瀬尾地内） 

３ 相 手 方  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

          ＊＊＊＊＊  

４ 和 解 内 容 

（1） 市は、損害額を負担すること。 

（2） 損害賠償金は、示談成立後速やかに支払うこと。 

（3） 本件事故に関し、今後いかなる事情が発生しても、双方とも異議の申立てをしない

こと。 

５ 損 害 賠 償 額  ５３，９００円 

 

 



議案第１号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市一般会計予算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市一般会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第２号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市国民健康保険事業特別会計予算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市国民健康保険事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第３号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市後期高齢者医療事業特別会計予算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市後期高齢者医療事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第４号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市介護保険事業特別会計予算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市介護保険事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第５号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市診療所事業特別会計予算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市診療所事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市温泉事業特別会計予算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市温泉事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市銅山観光事業特別会計予算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市銅山観光事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第８号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市公共用地先行取得事業特別会計予算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和６年度（2024

年度）日光市公共用地先行取得事業特別会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第９号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市水道事業会計予算について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、令和６年

度（2024 年度）日光市水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 



議案第１０号 

 

令和６年度（2024 年度）日光市下水道事業会計予算について 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、令和６年

度（2024 年度）日光市下水道事業会計予算を別冊のとおり提出する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 



                                  議案第１１号 

 

教育長の任命につき議会の同意を求めることについて 

 

 次の者を教育長に任命することについては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                         日光市長 粉 川 昭 一   

 

 住    所    日光市瀬川１２８３番地３ 

    氏    名    関 孝和 

  生年月日  昭和３３年（1958 年）１月１９日 

 



                                  議案第１２号 

 

教育委員会の委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

 

 次の者を教育委員会の委員に任命することについては、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求め

る。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                         日光市長 粉 川 昭 一   

 

住    所    日光市森友１６１９番地９ 

    氏    名    池田 由美子 

    生年月日    昭和３０年（1955 年）８月２日 



                                  議案第１３号 

 

教育委員会の委員の任命につき議会の同意を求めることについて 

 

 次の者を教育委員会の委員に任命することについては、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求め

る。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                         日光市長 粉 川 昭 一   

 

住    所    日光市足尾町通洞２番４号 

    氏    名    安江 麻衣子 

    生年月日    昭和５５年（1980 年）６月２０日 



議案第１４号 

 

固定資産評価審査委員会の委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

 

 次の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについては、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 

    住    所    日光市鬼怒川温泉大原１４１２番地２８ 

    氏    名    川 村 容 子 

    生年月日    昭和３０年（1955 年）１２月２１日 

 

 

 



議案第１５号 

 

固定資産評価審査委員会の委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

 

 次の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについては、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 

    住    所    日光市土沢１８５１番地８０ 

    氏    名    川 津 一 弘 

    生年月日    昭和２８年（1953 年）５月１０日 

 

 

 



議案第１６号 

 

固定資産評価審査委員会の委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

 

 次の者を固定資産評価審査委員会の委員に選任することについては、地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定に基づき、議会の同意を求める。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

 

    住    所    日光市瀬川７０４番地３１ 

    氏    名    川 田 盛 雄 

    生年月日    昭和３４年（1959 年）１０月６日 

 

 

 



議案第１７号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦することについては、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

 

令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

              日光市長 粉 川 昭 一   

 

住    所    日光市高徳８９８番地 

氏    名    石 井 昌 男 

    生年月日    昭和２８年（1953 年）１月２３日 

 

 

 

 



議案第１８号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて 

 

 次の者を人権擁護委員の候補者として推薦することについては、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

 

令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                             日光市長 粉 川 昭 一   

 

住    所    日光市小佐越２６０番地３ 

    氏    名    大 島 貞 夫 

    生年月日    昭和２８年（1953 年）１１月１７日 
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議案第１９号 

 

日光市地域循環によるゼロカーボンシティ実現条例の制定について 

 

日光市地域循環によるゼロカーボンシティ実現条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市地域循環によるゼロカーボンシティ実現条例 

 

世界各地において記録的な高温、豪雨、洪水等が発生し、平均気温や海面水位の上昇が

観測され、地球規模での気候変動が問題になっています。 

この地球規模での気候変動問題に関して、２０１５年に採択されたパリ協定をはじめと

して、世界各国で温室効果ガス削減に向けた機運が高まっています。 

国においては、２０２０年にカーボンニュートラル宣言を行い、２０５０年の温室効果

ガスの排出量実質ゼロを目指した取組を活発化させています。 

本市においても、２０２１年１２月に「ゼロカーボンシティ宣言」を行い、２０５０年

までに温室効果ガスの排出量実質ゼロを達成する都市（ゼロカーボンシティ）を目指して

います。   

ゼロカーボンシティは、市、市民及び事業者だけでなく、観光旅行者その他滞在者を含

めた本市に関わるすべての者が協働し、一体となって取り組まなければ実現できません。 

一方で、人口減少や少子高齢社会の進行による地域経済やコミュニティの衰退が顕在化

しています。 

そこで、中長期的な効果を見込む脱炭素社会の実現を進めながら、直面する地域課題の

解決も行うよう、現在から未来に向けて活力ある地域づくりを目指す必要があります。 

本市は、ラムサール条約登録湿地をはじめとする自然環境、水資源や森林、多様な生態

系及び世界遺産に代表される多くの文化財という大切な地域資源を未来に継承していかな

ければなりません。そして、これらの地域資源を最大限に活用しながら地域の脱炭素化に
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取り組み、地域の経済及び社会を循環させていくことが求められています。 

ここに、未来かがやく日光を創り、将来の世代に引き継いでいくため、あらゆる主体が

協働し、一体となってゼロカーボンシティを実現させることを固く決意し、この条例を制

定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、地域循環によるゼロカーボンシティの実現に関し、基本理念を定め、

市並びに市民、事業者及び観光旅行者その他の滞在者（以下「市民等」という。）の責務

を明らかにするとともに、地域循環によるゼロカーボンシティの実現に関する施策（以

下単に「施策」という。）の基本となる指針を定めることにより、施策を総合的かつ計画

的に推進し、２０５０年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロを達成すること並びに地

域課題の解決及び持続可能な地域価値の向上を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(１) 地域循環 市及び市民等が地域資源を保全し、育成し、最大限に活用することに

より、地域の環境活動、市民活動、経済活動その他活動（以下「地域活動」という。）

を活性化させ地域経済及び社会を好循環させることをいう。 

(２) 市民 日光市に居住する者、働く者、学ぶ者及び活動する団体をいう。 

(３) 事業者 市内において事業を行う個人、法人をいう。 

(４) 観光旅行者その他の滞在者 旅行等で市内に滞在する者（市を通過するものを含

む。）をいう。 

(５) 脱炭素 市域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガス

の排出の抑制並びに吸収作用の保全及び強化をいう。 

(６) 温室効果ガス 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）

第２条第３項に規定する温室効果ガスをいう。 

(７) 地域価値 自然景観、自然環境、歴史、文化その他地域の持つ魅力及び質をいう。 

(８) 再生可能エネルギー 太陽光、風力、水力、バイオマスその他化石燃料以外のエ

ネルギー源のうち、永続的に利用することができると認められるものを利用して得ら

れるエネルギーをいう。 

（基本理念） 
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第３条 地域循環によるゼロカーボンシティを実現するための基本理念（以下「基本理念」

という。）は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 脱炭素の重要性を認識し、脱炭素を推進するための行動に自主的かつ積極的に取

り組むこと。 

(２) 地域資源を有効に活用しながら脱炭素の推進に取り組み、地域課題の解決に貢献

すること。 

(３) 脱炭素の推進と良好な市民生活の確保との両立を図り、地域価値の向上及び地域

活動の活性化を目指すこと。 

(４) 脱炭素を推進するための行動を互いに最大限尊重すること。 

（市の責務） 

第４条 市は、施策を策定し、これを実施しなければならない。 

２ 市は、施策の実施に当たり、市民等と協働して行うよう努めなければならない。 

３ 市は、市民等が地域循環によるゼロカーボンシティの実現への意識及び関心を高め、

脱炭素の推進に自主的かつ積極的に取り組むことができるよう、社会的気運が醸成され

るための取組に努めなければならない。 

４ 市は、地域循環によるゼロカーボンシティの実現に関し、国及びその他の地方公共団

体との連携に努めなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、日常生活において、脱炭素の推進に貢献するサービスや商品を取り入れ

るなどの行動に積極的に取り組むよう努めなければならない。 

２ 市民は、自らの行動と地域資源の保全及び育成との関係性を意識し、行動しなければ

ならない。 

３ 市民は、再生可能エネルギーの自主的かつ積極的な導入に努めなければならない。 

４ 市民は、市が実施する施策を協働して行うよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、事業活動において、脱炭素の推進に貢献するサービスや商品の開発及

び販売を行うなどの行動に積極的に取り組むよう努めなければならない。 

２ 事業者は、自らの事業活動と地域資源の保全及び育成との関係性を意識し、行動しな

ければならない。 

３ 事業者は、再生可能エネルギーの自主的かつ積極的な導入に努めなければならない。 
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４ 事業者は、市が実施する施策を協働して行うよう努めなければならない。 

（観光旅行者その他の滞在者の責務） 

第７条 観光旅行者その他の滞在者は、地域循環によるゼロカーボンシティの実現に関わ

る当事者であることを意識しなければならない。 

２ 観光旅行者その他の滞在者は、公共交通機関の積極的な利用などの脱炭素の推進に貢

献する行動に努めなければならない。 

３ 観光旅行者その他の滞在者は、市が実施する施策を協働して行うよう努めなければな

らない。 

（基本的指針） 

第８条 市が施策を策定し、及び実施するときは、次に掲げる基本的な指針によるものと

し、これを総合的かつ計画的に行わなければならない。 

(１) 脱炭素を意識した地域循環の取組を進めること。 

(２) 温室効果ガスの排出量の削減に取り組み、持続可能なまちづくりを進めること。 

(３) 地域の特性を活かした再生可能エネルギーを導入し、エネルギー自給率の高いま

ちづくりを進めること。 

(４) 脱炭素による地域課題の解決や地域価値の向上を図り、地域循環によるゼロカー

ボンシティを実現すること。 

(５) 二酸化炭素吸収源である森林の保全及び整備を進めること。 

（実行計画） 

第９条 市長は、施策を総合的かつ計画的に推進するために地域循環によるゼロカーボン

シティの実現に向けた計画（以下「実行計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市長は、実行計画を定めたときは遅滞なく、これを公表しなければならない。 

３ 前項の規定は、実行計画の変更について準用する。 

（規制等の措置） 

第１０条 市は、温室効果ガスの排出量を削減するために必要な規制、指導、助言その他

の措置を講ずることができる。 

２ 前項に定めるもののほか、市は、地域循環によるゼロカーボンシティの実現への支障

に対する規制、指導、助言その他の必要な措置を講ずることができる。 

（財政上の措置） 

第１１条 市は、施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとす
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る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

議案第２０号 

 

日光市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市監査委員に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市監査委員に関する条例の一部を改正する条例 

 

日光市監査委員に関する条例（平成１８年日光市条例第２０号）の一部を次のように改

正する。 

第４条中「第２４３条の２の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 



 

議案第２１号 

 

日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

 

日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 

 

日光市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成１８年日光市条例第３５号）

の一部を次のように改正する。 

 別表第１の１７の項中「小学校」を「中学校」に改め、同表２１の項中「期間内」を「期

間（当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の

休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年度

の６月から１０月までの期間）内」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２２号 

 

日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

         日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

の一部を改正する条例 

 

日光市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１８年日光

市条例第４３号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「  

学校健康診断嘱託医 嘱託医１人当たり 日額 ３１，０００

児童生徒１人当たり ４００

                                       」 

を 

「 

学校健康診断嘱託医 嘱託医１人当たり 日額 ３１，０００

児童生徒１人当たり ４００

学校職員健康管理医 日額 ４０，０００

                                       」 

に改める。 
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附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２３号 

 

日光市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024年）２月６日 提 出 

 

                       日光市長 粉 川 昭 一  

 

日光市手数料条例の一部を改正する条例 

 

日光市手数料条例（平成１８年日光市条例第６５号）の一部を次のように改正する。 

別表１の項中「若しくは第１２６条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸

籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付」を「、第１２０条の

２第１項若しくは第１２６条の規定に基づく戸籍証明書の交付」に改め、同表２の項の次

に次の１項を加える。 

２の２ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく戸籍電

子証明書提供用識別符号の発行（情報通信技術を活

用した行政の推進等に関する法律（平成１４年法律

第１５１号）第７条第１項の規定により同法第６条

第１項に規定する電子情報処理組織を使用する方法

（総務省令で定めるものに限る。以下この項におい

て同じ。）により戸籍電子証明書提供用識別符号の発

行を行う場合（当該発行に係る戸籍電子証明書の請

求が同条第１項の規定により同項に規定する電子情

報処理組織を使用する方法により行われた場合に限

る。）における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識

別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者

が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一

戸籍電子証

明書提供用

識別符号１

件につき 

４００円 
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の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍

証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。） 

 別表３の項中「若しくは第１２６条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除

かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付」を「、第１

２０条の２第１項若しくは第１２６条の規定に基づく除籍証明書の交付」に改め、同表４

の項の次に次の１項を加える。 

４の２ 戸籍法第１２０条の３第２項の規定に基づく除籍電

子証明書提供用識別符号の発行（情報通信技術を活

用した行政の推進等に関する法律第７条第１項の規

定により同法第６条第１項に規定する電子情報処理

組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識

別符号の発行を行う場合（当該発行に係る除籍電子

証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電

子情報処理組織を使用する方法により行われた場合

に限る。）における当該発行及び除籍電子証明書提供

用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行

う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と

同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは

抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該

発行を除く。） 

除籍電子証

明書提供用

識別符号１

件につき 

７００円 

 別表５の項中「又は同法第４８条第２項（同法第１１７条において準用する場合を含む。）

若しくは第１２６条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明

書の交付」を「、同法第４８条第２項（同法第１１７条において準用する場合を含む。）若

しくは第１２６条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書

の交付又は同法第１２０条の６第１項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付」

に改め、同表６の項中「供する事務」の次に「又は同法第１２０条の６第１項の規定に基

づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務」を加え、「書類１件につき」を

「書類又は届書等情報の内容を表示したもの１件につき」に改め、同表９４の項中「建築

物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）第３０条第２項」

を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律第５３号）第３
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５条第２項」に改め、同表９９の項から１０２の項までの規定中「建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に

改め、同表１０３の項中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」を

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則」に、「建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」

に改め、同表１０４の項から１０６の項までの規定中「建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律」を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に改める。 

   附 則 

この条例は、令和６年３月１日から施行する。ただし、別表９４の項、同表９９の項か

ら１０２の項まで、同表１０３の項及び同表１０４の項から１０６の項までの改正規定は、

令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２４号 

 

日光市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

日光市介護保険条例（平成１８年日光市条例第１５１号）の一部を次のように改正する。 

目次中 

「第３章 介護認定審査会（第３条）     」 

を 

「第３章 介護認定審査会（第３条） 

第３章の２ 市町村特別給付（第３条の２） 」 

に改める。 

第３章の次に次の１章を加える。 

第３章の２ 市町村特別給付 

 （市町村特別給付） 

第３条の２ 市は、市町村特別給付（介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第６２条に規定する市町村特別給付をいう。以下同じ。）として、紙おむつ購

入費の給付を行う。 

２ 前項の規定による紙おむつ購入費の給付は、月額６，０００円を給付限度額とする。 

３ 前２項に定めるもののほか、市町村特別給付に関し必要な事項は、別に定める。 

 第５条を次のように改める。 

（保険料率） 

第５条 令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる
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第１号被保険者の区分に応じ当該各号に定める額とする。 

(１) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。）第３８条第

１項第１号に掲げる者 ３０，６００円 

(２) 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ４６，１００円 

(３) 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ４６，４００円 

(４) 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ６０，４００円 

(５) 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ６７，２００円 

(６) 令第３８条第１項第６号に掲げる者 ８０，６００円 

(７) 令第３８条第１項第７号に掲げる者 ８７，３００円 

(８) 令第３８条第１項第８号に掲げる者 １００，８００円 

(９) 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １１４，２００円 

(１０) 令第３８条第１項第１０号に掲げる者 １２７，６００円 

(１１) 令第３８条第１項第１１号に掲げる者 １４１、１００円 

(１２) 令第３８条第１項第１２号に掲げる者 １５４，５００円 

(１３) 令第３８条第１項第１３号に掲げる者 １６１，２００円 

２ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第６号の基準所得金額は、令第３

８条第６項の規定に基づく介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「規

則」という。）第１４３条の規定にかかわらず、１２０万円とする。 

３ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第７号の基準所得金額は、令第３

８条第７項の規定に基づく規則第１４３条の２の規定にかかわらず、２１０万円とする。 

４ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第８号の基準所得金額は、令第３

８条第８項の規定に基づく規則第１４３条の３の規定にかかわらず、３２０万円とする。 

５ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第９号の基準所得金額は、令第３

８条第９項第１号の規定にかかわらず、４２０万円とする。 

６ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第１０号の基準所得金額は、令第

３８条第９項第２号の規定にかかわらず、５２０万円とする。 

７ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第１１号の基準所得金額は、令第

３８条第９項第３号の規定にかかわらず、６２０万円とする。 

８ 令和６年度から令和８年度までの令第３８条第１項第１２号の基準所得金額は、令第

３８条第９項第４号の規定にかかわらず、７２０万円とする。 
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９ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和６年度

から令和８年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、１９，２

００円とする。 

１０ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課

に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準用する。こ

の場合において、前項中「１９，２００円」とあるのは、「３２，６００円」と読み替え

るものとする。 

１１ 第９項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦

課に係る令和６年度から令和８年度までの各年度における保険料率について準用する。

この場合において、第９項中「１９，２００円」とあるのは、「４６，１００円」と読み

替えるものとする。 

第６条第２項中「介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）」を「法」

に改める。 

第７条第３項中「第３９条第１項第１号イ」を「第３８条第１項第１号イ」に、「又は第

９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号又は第１２号ロ」に改め、「（第１項に規

定する者を除く。）」を削り、「令第３９条第１項第１号から第９号まで」を「令第３８条第

１項第１号から第１２号まで」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の日光市介護保険条例第５条の規定は、令和６年度分の保険料から適用し、令

和５年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 



議案第２５号 

 

日光市介護保険財政調整基金条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市介護保険財政調整基金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市介護保険財政調整基金条例の一部を改正する条例 

 

日光市介護保険財政調整基金条例（平成１８年日光市条例第７８号）の一部を次のよう

に改正する。 

第６条第１号中「保険給付」の次に「、法第６２条に規定する市町村特別給付」を加え

る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

議案第２６号 

 

日光市立学校設置条例及び日光市スクールバス運行条例の一部を改正する条例 

の制定について 

 

 日光市立学校設置条例及び日光市スクールバス運行条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市立学校設置条例及び日光市スクールバス運行条例の一部を改正する条例 

 

（日光市立学校設置条例の一部改正） 

第１条 日光市立学校設置条例（平成１８年日光市条例第８９号）の一部を次のように改

正する。 

別表第１日光市立清滝小学校の項及び日光市立安良沢小学校の項を削る。 

（日光市スクールバス運行条例の一部改正） 

第２条 日光市スクールバス運行条例（平成１８年日光市条例第９５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表中「所野地区」を「花石町地区、久次良町地区、清滝一丁目地区、清滝二丁目地

区、清滝三丁目地区、清滝四丁目地区、中安戸地区、安良沢町地区、裏見台地区、細尾

町地区、所野地区」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第２７号 

 

日光市体育館条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 日光市体育館条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

  

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市体育館条例等の一部を改正する条例 

 

（日光市体育館条例の一部を改正する条例） 

第１条 日光市体育館条例（平成１８年日光市条例第１１３号）の一部を次のように改正

する。 

別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

１ 競技場（アリーナ）及び柔道場使用料 

(１) 競技場（アリーナ）使用料 

（単位：円） 

施設名 使用単位 使用料 

市民 市民以外 

中学生以下 左記以外 中学生以下 左記以外 

日光体育館 

清滝体育館 

半面 １時間 ２５０ ５１０ ５１０ １，０３０ 

全面 １時間 ５１０ １，０３０ １，０３０ ２，０７０ 

大沢体育館 半面 １時間 ３１０ ６２０ ６２０ １，２５０ 

全面 １時間 ６２０ １，２４０ １，２４０ ２，５００ 

(２) 柔道場使用料 

（単位：円） 
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施設名 使用単位 使用料 

市民 市民以外 

中学生以下 左記以外 中学生以下 左記以外 

日光体育館 １時間 ２５０ ５１０ ５１０ １，０３０ 

２ 附属施設使用料 

（単位：円） 

施設名 附属施設 使用単位 使用料 

  市民 市民以外 

日光体育館 会議室（１室） １時間  ３００ ６００ 

 体育指導室（１室） １時間 

大沢体育館 会議室（１室） １時間 

研修室（１室） １時間 

トレーニング室 １人１回 ２００ ４００ 

備考 

   １ この表の金額は、アマチュアスポーツ又はレクリエーション活動（以下「アマ 

チュアスポーツ等」という。）に使用し、かつ、入場料又はこれに類するもの（以 

下「入場料等」という。）を徴収しない場合の額とする。 

２ 入場料等を徴収する場合の金額は、当該施設に係る金額の２倍とする。 

３ アマチュアスポーツ等以外に使用する場合で、使用者が営利活動の一部として 

行う興業、商業宣伝、招待その他これらに類するもの（以下「興業等」という。）

に使用する場合の金額は、当該施設に係る金額の１０倍（入場料等を徴収する場

合は２０倍）の額とする。 

４ アマチュアスポーツ等以外に使用する場合で、興業等以外に使用する場合の金 

額は、当該施設に係る金額の２倍（入場料等を徴収する場合は４倍）の額とする。 

５ 使用時間が１時間に満たない端数がある場合は、１時間を使用したものとみな 

す。 

６ 市内に所在する学校、事業所等に在学し、又は在勤する者は市民の額とする。 

（日光市民運動場条例の一部を改正する条例） 

第２条 日光市民運動場条例（平成１８年日光市条例第１１５号）の一部を次のように改
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正する。 

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１０条関係）                                

（単位：円）  

施設名 施設区分 使用の単位 使用料 

市民 市民以外 

中学生以下 左記以外 中学生以下 左記以外 

藤原運動場 野球場・サッ

カー場 

１時間 １５０ ３００ ３００ ６２０ 

ゲートボー

ル場（１面）

１時間 ５０ １００ １００ ５１０ 

下原運動場 野球場 １時間 １５０ ３００ ３００ ６２０ 

弓道場 １時間 無料 無料 無料 無料 

足尾中央グ

ラウンド 

野球場 １時間 ２５０ ５１０ ５１０１，０３０ 

ゲートボー

ル場（１面）

１時間 ５０ １００ １００ ５１０ 

足尾向原テ

ニスコート 

テニスコー

ト（１面） 

１時間 ５０ １００ １００ ２００ 

栗山運動場 運動場 １時間 １５０ ３００ ３００ ６２０ 

西川運動場 サッカー場

（１面） 

１時間 ４６０ ９３０ ９３０１，８７０ 

サッカー場

（半面） 

１時間 ２３０ ４６０ ４６０ ９３０ 

備考 

 １ 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並び 

に宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及 

び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。 

  ２ 使用時間が１時間に満たない端数がある場合は、１時間を使用したものとみな 

す。 
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別表第４を次のように改める。 

別表第４（第１０条関係） 

                                   （単位：円） 

施

設

名 

施設区分 使用の

単位 

使用料 

市民 市民以外 

中学生以

下 

高校生 一般 中学生以

下 

高校生 一般 

日

光

市

ホ

ッ

ケ

ー

場 

ホ ッ

ケ ー

場 

（ １

面） 

グラウン

ド 

１時間 ６９０ ９２０１，３９

０

１，４０

０

１，８６

０

２，８０

０ 

夜間照明 １時間 ２，０７

０ 

２，０７

０

２，０７

０

４，１７

０

４，１７

０

４，１７

０ 

ホ ッ

ケ ー

場 

（ 半

面） 

グラウン

ド 

１時間 ３４０ ４６０ ６９０ ６９０ ９２０１，３９

０ 

夜間照明 １時間 １，０３

０ 

１，０３

０

１，０３

０

２，０８

０

２，０８

０

２，０８

０ 

  備考 

   １ 半面を使用することができる時間は、次のとおりとする。 

(１) 中学生以下 午前８時３０分から午後９時まで 

(２) 高校生及び一般 午後６時３０分から午後９時まで 

２ 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並び

に宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及

び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。 

３ 夜間照明を使用する場合の使用料は、夜間照明の使用料にグラウンドの使用料

を加えた額とする。 

４ 使用時間が１時間に満たない端数がある場合は、１時間を使用したものとみな 

す。 

（日光市霧降スケートセンター条例の一部を改正する条例） 

第３条 日光市霧降スケートセンター条例（平成１８年日光市条例第１１７号）の一部を
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次のように改正する。 

  別表第１のうち(１) 冬期間使用料の表を次のように改める。 

（１）冬期間使用料                          

（単位：円） 

区分 市民 市民以外 

 大人 小人 大人 小人 

通常料金 １

日 

一般 １，５６０ ８３０ １，８７０ ９９０ 

団体 ２０人～３９人 １，４００ ７５０ １，６８０ ９００ 

４０人以上 １，２５０ ６６０ １，５００ ７９０ 

屋内・屋外共通券 

一般（団体割引なし）

２，２７０ １，１１０ ２，２７０ １，１１０ 

シーズン券 ２３，０３０ ２，０８０２７，６３０１０，０４０ 

貸切料金 

（ ２ 時

間） 

貸切専用使用 ６２，８５０ ７５，４２０ 

貸靴料金 

（１足） 

フィギュア・ホッケー・

スピード 

５１０ 

 

研磨料 

（１足） 

フィギュア・ホッケー ８３０ 

スピード １，５６０ 

別表第１のうち(２) 夏期間使用料の表を次のように改める。 

（２）夏期間使用料                         

 （単位：円） 

区分 午前９時から午

後１時まで 

午後１時から午

後５時まで 

午前９時から午

後５時まで 

屋外

スペ

ース 

屋外リンクス

ペース 

市民 ５２，３７０ ５２，３７０ １０４，７４０ 

市民以外 ６２，８４０ ６２，８４０ １２５，６８０ 

中央円形広場 市民 ８，３７０ ８，３７０ １６，７４０ 

市民以外 １０，０４０ １０，０４０ ２０，０８０ 

別表中備考８を削り、備考９を備考８とし、備考１０を備考９とし、備考１１を備考
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１０とする。 

（日光市細尾ドームリンク条例の一部を改正する条例） 

第４条 日光市細尾ドームリンク条例（平成１８年日光市条例第１１８号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第１備考以外の部分を次のように改める。 

細尾ドームリンク使用料（冬期間）                   

（単位：円） 

区分 当日券 

（１人につき） 

シーズン券 

（１人につき） 

貸切使用 

（３０分ごと） 

小・中

学生 

市民 ２００(１６０) ２，０８０ １，０３０ 

市民以外 ４００(３２０) ２，０６０ 

高校生 市民 ４１０(３２０) ４，１８０ ２，０８０ 

市民以外 ８２０(６５０) ４，１６０ 

一般 市民 ７３０(５８０) ７，３３０ ３，６６０ 

市民以外 １，４６０（１，１６０） ７，３２０ 

別表第２を次のように改める。  

別表第２（第１１条関係） 

細尾ドームリンク使用料（夏期間）                   

（単位：円） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 

区分 貸切使用（１時間ごと） 

アマチュアス

ポーツに使用

する場合 

小・中学生 市民 ２００

市民以外 ４００

高校生 市民 ４１０

市民以外 ８２０

一般 市民 ７３０

市民以外 １，４６０

上記以外に使

用する場合 

市民 ３，１３０

市民以外 ６，２６０
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   １ 一般は、大学生を含む。 

   ２ 貸切使用は、１団体当たりの金額とする。 

（日光市都市公園条例の一部を改正する条例） 

第５条 日光市都市公園条例（平成１８年日光市条例第２６３号）の一部を次のように改

正する。 

別表第３を次のように改める。 

 別表第３（第１１条関係） 

運動公園使用料 

（１） 運動場 

                                   （単位：円） 

施設名 施設区分 使用時間 使用料（１面１時間につき） 

市民 市民以外 

中学生以下 左記以外 中学生以下 左記以外 

今市運動公

園 

野球場 午前８時

３０分か

ら午後５

時まで 

２５０ ５１０ ５１０ １，０３０ 

サッカー場 

運動広場 

丸山公園 野球場 午前８時

３０分か

ら午後５

時まで 

２５０ ５１０ ５１０ １，０３０ 

サッカー場 ４６０ ９３０ ９３０ １，８８０ 

運動広場 ２５０ ５１０ ５１０ １，０３０ 

テニスコート １５０ ３００ ３００ ６２０ 

豊岡運動公

園 

野球場 午前８時

３０分か

ら午後５

時まで 

２５０ ５１０ ５１０ １，０３０ 

テニスコート １５０ ３００ ３００ ６２０ 

ゲートボール

場 

５０ １００ １００ ５１０ 

落合運動公

園 

野球場 午前８時

３０分か

ら午後５

時まで 

２５０ ５１０ ５１０ １，０３０ 

テニスコート １５０ ３００ ３００ ６２０ 

ゲートボール

場 

５０ １００ １００ ５１０ 
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塩野室運動

公園 

野球場兼サッ

カー場 

午前８時

３０分か

ら午後５

時まで 

２５０ ５１０ ５１０ １，０３０ 

テニスコート １５０ ３００ ３００ ６２０ 

ゲートボール

場 

５０ １００ １００ ５１０ 

日光運動公

園 

野球場 午前８時

から午後

５時まで 

２５０ ５１０ ５１０ １，０３０ 

テニスコート １５０ ３００ ３００ ６２０ 

スポ

ーツ

広場 

トラッ

ク 

２５０ ５１０ ５１０ １，０３０ 

サッカ

ー 

野球 

藤原運動公

園 

多目

的広

場 

野球 午前８時

３０分か

ら午後５

時まで 

２５０ ５１０ ５１０ １，０３０ 

サッカ

ー 

その他 

テニスコート １５０ ３００ ３００ ６２０ 

備考 

１ 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並び 

に宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及 

び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。 

２ この表の使用料は、施設の使用において入場料又はこれに類するもの（以下「入 

場料等」という。）を徴収しない場合の額とする。 

３ 入場料等を徴収する場合の使用料は、市民が入場料最高額の１００人分、市民

以外が入場料最高額の２００人分とする。この場合において、入場料等を徴収し

ない場合の使用料を下限とする。 

４ 使用時間が１時間に満たない端数がある場合は、１時間を使用したものとみな

す。 

（２） 夜間照明施設 
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                                   （単位：円） 

施設名 施設の

種類 

使用の単

位 

使用時間 使用料 

市民 市民以外 

中学生以下 左記以外 中学生以下 左記以外 

今市運

動公園 

野球場

照明施

設 

１面 

１時間３

０分 

（前半）午後

６時２０分か

ら午後７時５

０分まで 

（後半）午後

８時５分から

午後９時３５

分まで 

５，５００６，２８０ ６，２８０ １２，５

６０ 

丸山公

園 

サッカ

ー場照

明施設 

１面 

１時間 

午後６時３０

分から 

午後９時３０

分まで 

１，０３０１，９７０ １，９７０ ３，９７０ 

半面 

１時間 

５１０ ９８０ ９８０１，９８０ 

テニス

コート

照明施

設 

１面 

１時間 

午後６時３０

分から 

午後９時３０

分まで 

５１０ ８３０ ８３０１，６７０ 

豊岡運

動公園 

野球場

照明施

設 

１面 

１時間 

午後６時３０

分から 

午後９時３０

分まで 

１，０３０１，５６０ １，５６０３，１３０ 

日光運

動公園 

野球場

照明施

設 

１面 

１時間３

０分 

（前半）午後

６時２０分か

ら午後７時５

０分まで 

（後半）午後

５，５００６，２８０ ６，２８０ １２，５

６０ 
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８時５分から

午後９時３５

分まで 

テニス

コート

照明施

設 

１面 

１時間 

午後６時から 

午後１０時ま

で 

４１０ ７３０ ７３０１，４６０ 

藤原運

動公園 

多目的

広場照

明施設 

半点灯 

１時間３

０分 

（前半）午後

６時３０分か

ら午後８時ま

で 

（後半）午後

８時１５分か

ら午後９時４

５分まで 

２，０３０２，８２０ ２，８２０５，６５０ 

全点灯 

１時間３

０分 

４，０７０４，８６０ ４，８６０９，７３０ 

テニス

コート

照明施

設 

１面 

１時間 

午後６時３０

分から 

午後９時３０

分まで 

２００ ５１０ ５１０１，０３０ 

備考 

１ 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並び 

に宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及 

び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。 

２ 使用時間が使用の単位に定める時間に満たない端数がある場合は、使用の単位 

に定める時間を使用したものとみなす。 

３ この表に定める使用料は、夜間照明施設使用料及び当該運動場使用料の合計額 

とする。 

(３) ゴルフ場 

（単位：円） 
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施設名 施設区分 使用時間 使用料（１人につき） 

市民 市民以外 

中学生以下 左記以外 中学生以下 左記以外 

日光運

動公園 

ゴルフ場 

１コース 

（ ９ ホ ー

ル） 

（４月から９月ま

で） 

午前８時から 

午後６時３０分ま

で 

（１０月から３月

まで） 

午前８時３０分か

ら午後５時３０分

まで 

２００ ４１０ ４１０１，２５０ 

備考 

１ 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並び 

に宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及 

び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。 

２ 市民がゴルフ場を使用する場合は、割引回数券（６枚つづり２，０５０円）を 

発行することができる。 

３ ゴルフ場の使用に必要な貸与品は、貸クラブ（１本）１００円、貸シューズ（１ 

足）１００円とする。 

４ 附帯設備の使用料は、ロッカー（小）１００円、ロッカー（大）２００円、シ 

ャワー（１回）１００円とし、市民がロッカー（小）を使用する場合には、年間 

使用（使用料 ２，５００円）することができる。 

（４） 水泳プール 

                                   （単位：円） 

施設名 施設区分 使用区分 使用料 

市民 市民以外 

丸山公園 水泳プール 入場１回 ２００ ４００ 
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  シーズン券 ７３０  

備考 

  １ 乳児及び幼児は、無料とする。 

 ２ 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並び 

に宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及 

び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。 

  ３ シーズン券は市民に限る。 

（５） 体育センター、体育館 

（単位：円）             

施設名 施設区分 使用区分 使用時間 使用料 

市民 市民以外 

中学生以

下 

左記以外 中学生以

下 

左記以外 

今市運

動公園 

体育セン

ター 

半面 １時

間 

午前８時３

０分から午

後９時３０

分まで 

２５０ ５１０ ５１０１，０３０ 

全面 １時

間 

午前８時３

０分から午

後９時３０

分まで 

５１０１，０３０ １，０３０２，０７０ 

豊岡運

動公園 

体育館 全面 １時

間 

午前８時３

０分から午

後９時３０

分まで 

１００ ２００ ２００ ４１０ 

落合運

動公園 

 

体育館 全面 １時

間 

午前８時３

０分から午

後９時３０

分まで 

１００ ２００ ２００ ４１０ 
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ミーティ

ングルー

ム 

 １時

間 

午前８時３

０分から午

後９時３０

分まで 

２００ ２００ ４００ ４００ 

備考 

１ 市内に所在する学校に在学する者、市内に所在する事業所等に勤務する者並び

に宇都宮市、鹿沼市、真岡市、下野市、さくら市、上三川町、芳賀町、壬生町及

び高根沢町に居住する者は市民の欄の額とする。 

２ この表の金額は、アマチュアスポーツ又はレクリエーション活動（以下「アマ 

チュアスポーツ等」という。）に使用し、かつ、入場料又はこれに類するもの（以 

下「入場料等」という。）を徴収しない場合の額とする。 

３ 入場料等を徴収する場合の金額は、当該施設に係る金額の２倍とする。 

４ アマチュアスポーツ等以外に使用する場合で、使用者が営利活動の一部として 

行う興業、商業宣伝、招待その他これらに類するもの（以下「興業」という。）に 

使用する場合の金額は、当該施設に係る金額の１０倍（入場料等を徴収する場合 

は２０倍）の額とする。 

５ アマチュアスポーツ等以外に使用する場合で、興業等以外に使用する場合の金 

額は、当該施設に係る金額の２倍（入場料等を徴収する場合は４倍）の額とする。 

６ 使用時間が１時間に満たない端数がある場合は、１時間を使用したものとみな 

す。 

附 則 

この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 

 



議案第２８号 

 

日光市ねたきり在宅者及び重度心身障がい者介護手当支給条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 

日光市ねたきり在宅者及び重度心身障がい者介護手当支給条例の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市ねたきり在宅者及び重度心身障がい者介護手当支給条例の 

一部を改正する条例 

 

日光市ねたきり在宅者及び重度心身障がい者介護手当支給条例（平成１８年日光市条例

第１３１号）の一部を次のように改正する。 

第６条第５号中「、同法第４８条第１項第１号に規定する指定介護老人福祉施設及び健

康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０の２第１項の

規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設」を「及び同法第

４８条第１項第１号に規定する指定介護老人福祉施設」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

議案第２９号 

 

   日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例の一部を改正する条例の 

制定について 

 

日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例の一部を改正する条例 

 

日光市立保育所及び日光市立家庭的保育等施設条例（平成１８年日光市条例第１３５号）

の一部を次のように改正する。 

第３条第２項の表日光市立湯西川保育園の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第３０号 

 

日光市集会所条例及び日光市集会施設条例の一部を改正する条例 

の制定について 

 

日光市集会所条例及び日光市集会施設条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する

ものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市集会所条例及び日光市集会施設条例の一部を改正する条例 

 

（日光市集会所条例の一部改正） 

第１条 日光市集会所条例（平成１８年日光市条例第１８７号）の一部を次のように改正

する。 

別表中 

 「 

日光市赤倉集会所 日光市足尾町赤倉８番８号 

                                       」 

 、 

 「 

日光市若間集会所 日光市若間８３５番地 

                                       」 

及び 

 「 

日光市西川集会所 日光市西川１１５番地１３ 

日光市湯西川上集会所 日光市湯西川１４３１番地 

                                       」 
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を削る。 

（日光市集会施設条例の一部改正） 

第２条 日光市集会施設条例（平成１８年日光市条例第１９７号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の表日光市南小来川集会施設の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第３１号 

 

日光市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 日光市営駐車場条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市営駐車場条例の一部を改正する条例 

 

日光市営駐車場条例（平成１８年日光市条例第２５１号）の一部を次のように改正する。 

別表第２中 

「  

日光市鬼怒川温泉駅前駐

車場 

普通・小型・軽自動

車 

始めの２時間まで２００円 

２時間以降は１時間につき１００円 

３０分以内の利用の場合は無料 

                                       」 

を 

「 

日光市あずま町駐車場 普通・小型・軽自

動車 

午前５時か

ら午後１１

時まで 

始めの２時間まで無料 

２時間以降は１時間に

つき１００円 

午後１１時

から午前５

時まで 

１回につき１００円 

日光市鬼怒川温泉駅前駐

車場 

普通・小型・軽自

動車 

始めの２時間まで２００円 

２時間以降は１時間につき１００円 

３０分以内の利用の場合は無料 

                                    」 
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に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年９月１日から施行する。 



議案第３２号 

 

日光市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市火災予防条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

 日光市火災予防条例（平成１８年日光市条例第２７９号）の一部を次のように改正する。 

第４７条の２の次に次の１条を加える。 

 （手数料の減免） 

第４７条の３ 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があ

ると認めるときは、前２条の規定による手数料を減額し、又は免除することができる。 

 別表第９の３の項中「１，１８０，０００」を「１，４５０，０００」に、「１，４１０，

０００」を「１，７２０，０００」に、「１，５９０，０００」を「１，９２０，０００」

に、「１，９５０，０００」を「２，３６０，０００」に、「２，２７０，０００」を「２，

７４０，０００」に、「４，５５０，０００」を「５，６４０，０００」に、「５，８２０，

０００」を「７，２４０，０００」に、「７，０７０，０００」を「８，７９０，０００」

に改める。 

   附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



1 

議案第３３号 

 

日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する 

条例の一部を改正する条例 

 

日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する 

条例の一部を改正する条例 

 

日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平成１

８年日光市条例第３０６号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「以下この条において同じ。」及び「であって、次のいずれかに該当する

もの」を削り、同号アからウまでを削り、同条第４号中「特定事業を実施する区域」を「特

定事業に供する区域（以下「特定事業区域」という。）」に改める。 

 第３条第２項中「努めなければならない」を「当たらなければならない」に改め、同条

第３項中「排出することのないように努めなければならない」を「排出してはならない」

に改め、同条第４項中「運搬することのないように努めなければならない」を「運搬して

はならない」に改める。 

 第４条中「提供することのないように努めなければならない」を「提供してはならない」

に改める。 

 第９条各号列記以外の部分中「特定事業に供する区域（以下「特定事業区域」という。）」

を「特定事業区域」に改め、同条中第６号を第１０号とし、第５号の次に次の４号を加え

る。 

 (６) 自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を目的として行う５００平方メー
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トル未満の特定事業 

 (７) 農地の保全又は利用の増進を目的とした農地改良であって、土地の所有者又は耕

作者が行う５００平方メートル未満の特定事業 

 (８) 宅地の分譲又は集合住宅、商業施設、工業施設、医療施設、福祉施設、教育施設、

宿泊施設その他これらに類する施設の建築を目的として行う５００平方メートル未満

の特定事業 

 (９) 他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積を行う特定事業（以下「一時たい

積事業」という。）で、栃木県内で発生した土砂等による５００平方メートル未満のた

い積の場合 

 第１３条第２項中「第９条の許可を受けようとする特定事業が他の場所への搬出を目的

として土砂等のたい積を行う特定事業（以下「一時たい積事業」という。）」を「一時たい

積事業」に改める。 

 第１５条第１項第１号イ中「第２８条第１項」を「第２９条第１項」に、「第２８条第１

項第２号」を「第２９条第１項第２号」に改め、同号ウ中「第２８条第１項」を「第２９

条第１項」に改め、同号エ中「第２９条」を「第３０条」に改める。 

 第１５条第１項中第１０号を第１１号とし、第９号を第１０号とし、第８号を第９号と

し、同項第７号中「発生したものであること」を「発生したものであり、その土砂等の発

生場所から直接搬入されるものであること。ただし、市長が認めた場合は、この限りでな

い」に改め、同号を同項第８号とし、同項中第６号を第７号とし、第３号から第５号まで

を１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

(３) 第１０条に規定する事前協議が終了してから１年以内の申請であること。 

 第１５条第２項第１号中「第７号」を「第８号」に、「第９号」を「第１０号」に改め、

同条第３項中「第１項第５号」を「第１項第９号」に、「第７号」を「第１１号」に改め、

同条第４項中「第１項第８号」を「第１項第９号」に改める。 

 第４０条を第４１条とし、第３９条第１号中「第２７条第２項」を「第２８条第２項」

に改め、同条第２号中「第３１条」を「第３２条」に改め、同条を第４０条とする。 

 第３８条第５号及び第６号中「第３４条第１項」を「第３５条第１項」に改め、同条を

第３９条とする。 

 第３７条第１号中「第２８条第１項」を「第２９条第１項」に、「第２９条第１項」を「第

３０条第１項」に改め、同条を第３８条とし、第３６条を第３７条とし、第３２条から第
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３５条までを１条ずつ繰り下げる。 

 第３１条中「第２８条第１項」を「第２９条第１項」に改め、同条を第３２条とする。 

 第３０条中「命令をうけた者」を「命令を受けた者」に改め、同条を第３１条とし、第

２９条を第３０条とする。 

 第２８条第５号中「第１５条第１項第７号」を「第１５条第１項第８号」に改め、同条

中第１０号を第１１号とし、第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

(９) 第２７条の規定に違反したとき。 

 第２８条を第２９条とし、第２７条を第２８条とし、第２６条の次に次の１条を加える。 

 （名義貸しの禁止） 

第２７条 許可事業者が、自己の名義をもって第三者に特定事業を施工させてはならない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の日光市土砂等の埋立て等による土壌

の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の規定に基づき許可を受けている特定事業に

ついては、なお従前の例による。 

３ この条例による改正後の日光市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の

防止に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に係る特定事業に

ついて適用し、同日前になされた申請及び施工に係る特定事業については、なお従前の

例による。 

４ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
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議案第３４号 

 

日光市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を 

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を 

定める条例の一部を改正する条例 

 

日光市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条

例（平成２５年日光市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第７条第５項中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、同条第６項中「当該定期巡

回」を「当該指定定期巡回」に、「施設内」を「敷地内」に改める。 

第８条中「、管理者を」を削り、「従事させ、」を「従事し、」に改め、「同一敷地内にあ

る」を削り、「従事させる」を「従事する」に改める。 

第２５条中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号の次に次の２号を加

える。 

(８) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては、当該利用者又は他

の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはなら

ない。 

(９) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第３５条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」
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を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改

め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、原則として、重要事項をウェブサ

イトに掲載しなければならない。 

 第４３条第２項中「第６号及び第７号」を「第７号及び第８号」に改め、同項第２号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第７号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第６号とし、同項第４号の次に次の１号を加える。 

(５) 第２５条第９号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第４８条第３項中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護

事業所」に改め、同条第４項中第１１号を削り、第１２号を第１１号とし、同条第５項及

び第６項中「当該夜間対応型訪問介護事業所」を「当該指定夜間対応型訪問介護事業所」

に改める。 

 第４９条中「、管理者を」及び「同一敷地内の」を削り、「従事させる」を「従事する」

に改める。 

 第５２条中第７号を第９号とし、第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の

次に次の２号を加える。 

(５) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

らない。 

(６) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第５９条第２項中「第４号及び第５号」を「第５号及び第６号」に改め、同項第２号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第５号中「に規定する」を「の規定によ

る」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に

改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

(３) 第５２条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心
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身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第６０条の４中「同一敷地内にある」を削る。 

 第６０条の９中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加

える。 

(５) 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

らない。 

(６) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第６０条の１９第２項中「第４号から第６号まで」を「第５号から第７号まで」に改め、

同項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号を同項第７号とし、

同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第

４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中

「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次

の１号を加える。 

(３) 第６０条の９第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第６０条の２０の３中「同項第３号」を「同項第４号」に、「同項第４号」を「同項第５

号」に改める。 

 第６０条の２４第１項中「同一敷地内にある」を削る。 

 第６０条の３０中第５号を第７号とし、第４号を第６号とし、第３号を第５号とし、第

２号の次に次の２号を加える。 

(３) 指定療養通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。 

(４) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第６０条の３７第２項中「第５号から第７号まで」を「第６号から第８号まで」に改め、

同項第７号を同項第８号とし、同項第６号中「に規定する」を「の規定による」に改め、

同号を同項第７号とし、同項第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を

同項第６号とし、同項第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第
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５号とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

(４) 第６０条の３０第４号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第６３条第１項中「、管理者を」を削り、「従事させ、」を「従事し、」に改め、「同一敷

地内にある」を削り、「従事させる」を「従事する」に改める。 

 第６６条第２項中「若しくは指定介護療養型医療施設」を「若しくは健康保険法等の一

部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４８条

第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。 

 第６７条第１項中「、管理者を」を削り、「従事させ、」を「従事し、」に改め、「同一敷

地内にある」を削り、「従事させる」を「従事する」に改める。 

 第７１条中第６号を第８号とし、第５号を第７号とし、第４号の次に次の２号を加える。 

(５) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っては

ならない。 

(６) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第７２条第１項中「及び次条」を削る。 

 第８０条第２項中「第４号から第６号まで」を「第５号から第７号まで」に改め、同項

第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号を同項第７号とし、同項

第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号

中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号中「に

規定する」を「の規定による」に改め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

号を加える。 

(３) 第７１条第６号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 第８３条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５

号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」を削る。 

 第８４条第１項中「、管理者を」を削り、「従事させ、又は当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所に併設する前条第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に

掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲げる施設等の職務、同一敷
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地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者が、指定夜間対応型訪問介護事業者、指定訪問介護事業者又は指

定訪問看護事業者の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これらの事

業に係る職務を含む。）若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活

支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）に従事させる」

を「従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事する」に改め、同条第３項中「第１１

３条」の次に「、第１９４条第３項」を加える。 

 第９３条第５号中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束

等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条第６号中「身体的拘束等」を「前号の身

体的拘束等」に、「しなければならないこと」を「しなければならない」に改め、同条第８

号を同条第９号とし、同条第７号を同条第８号とし、同条第６号の次に次の１号を加える。 

(７) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に

掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

 第１０７条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置） 

第１０７条の２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資す

る取組の促進を図るため、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の安

全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委

員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催しな

ければならない。 

 第１０８条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改める。 
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 第１１２条第１項中「、管理者を」削り、「従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、

施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所の職務に従事させる」を「従事し、又は他の事業所、施設等の職務に

従事する」に改める。 

 第１２２条ただし書中「これらの事業所、施設等が同一敷地内にあること等により」を

削る。 

 第１２６条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加え

る。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関を定める

に当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければなら

ない。 

 (１) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を、常時確保していること。 

 (２) 当該指定認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場合におい

て診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、

利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、

当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出なけれ

ばならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２種協定指

定医療機関（以下、「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新興感染症（同条

第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する指定感染症又は

同条第９項に規定する新感染症をいう。以下同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう

に努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関で

ある場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の

対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医療機関に

入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び
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当該指定認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入居させることができるように努

めなければならない。 

 第１２８条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改める。 

 第１２９条中「及び第１０５条」を「、第１０５条及び第１０７条の２」に改める。 

 第１３１条第７項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同条に次の１項を加える。 

１１ 次に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第１項第２号アの規定の適用に

ついては、当該規定中「１」とあるのは、「０．９」とする。 

 (１) 第１５０条において準用する第１０７条の２に規定する委員会において、利用者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する

次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的に確認して

いること。 

  ア 利用者の安全及びケアの質の確保 

  イ 地域密着型特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮 

  ウ 緊急時の体制整備 

  エ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器（次号において「介護機

器」という。）の定期的な点検 

  オ 地域密着型特定施設従業者に対する研修 

(２) 介護機器を複数種類活用していること。 

 (３) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、地

域密着型特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。 

 (４) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組によ

る介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。 

 第１３２条中「、管理者を」を削り、「従事させ、」を「従事し、」に改め、「同一敷地内

にある」を削り、「従事させる」を「従事する」に改める。 

 第１４８条中第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなけ

ればならない。 

(１) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制
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を、常時確保していること。 

(２) 当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名

称等を、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定を行った市町村

長に届け出なければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、第２種協定指定医療機関との間で、

新興感染症の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医

療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合において

は、再び当該指定地域密着型特定施設に速やかに入居させることができるように努めな

ければならない。 

 第１４９条第２項第２号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改める。 

 第１５０条中「及び第１００条」を「、第１００条及び第１０７条の２」に改める。 

 第１５３条に見出しとして「（従業者の員数）」を付し、同条第８項第３号を次のように

改める。 

(３) 病院 栄養士又は管理栄養士（病床数が１００以上のものに限る。）   

 第１５３条第８項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

 第１５４条第１項第６号中「医療法」の次に「（昭和２３年法律第２０５号）」を加える。 

 第１６７条の２中「医師」の次に「及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該

協力医療機関」を加え、同条に次の１項を加える。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、１

年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等にお

ける対応方法の変更を行わなければならない。 

 第１６８条中「同一敷地内にある」を削る。 
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 第１６９条第５号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録する」を「の記録を

行う」に改め、同条第６号中「に規定する」を「の規定による」に、「を記録する」を「の

記録を行う」に改め、同条第７号中「に規定する」を「の規定による」に、「記録する」を

「の記録を行う」に改める。 

 第１７４条を次のように改める。 

（協力医療機関等） 

第１７４条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、

あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を満たす協力

医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならない。ただし、複数の医

療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号の要件を満たすこととしても差

し支えない。 

(１) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を、常時確保していること。 

(２) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診

療を行う体制を、常時確保していること。 

(３) 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定地域密着型介護老人福祉施設

の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認め

られた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、１年に１回以上、協力医療機関との間で、入所

者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を、当該

指定地域密着型介護老人福祉施設に係る指定を行った市町村長に届け出なければならな

い。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症

の発生時等の対応を取り決めるように努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、協力医療機関が第２種協定指定医療機関である

場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応

について協議を行わなければならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院

した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該

指定地域密着型介護老人福祉施設に速やかに入居させることができるように努めなけれ
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ばならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよ

う努めなければならない。 

 第１７８条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改める。 

 第１７９条中「及び第６０条の１７第１項から第４項まで」を「、第６０条の１７第１

項から第４項まで及び第１０７条の２」に改める。 

 第１８９条中第５項を第６項とし、第４項の次に次の１項を加える。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等に

係る研修を受講するよう努めなければならない。 

 第１９１条中「第６０条の１７第１項から第４項まで」の次に「、第１０７条の２」を

加える。 

 第１９３条第７項中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

 第１９４条第１項中「、管理者を」を削り、「従事させ、又は同一敷地内にある他の事業

所、施設等若しくは当該指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第７項各

号に掲げる施設等の職務に従事させる」を「従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従

事する」に改める。 

 第１９９条第１号中「療養上の管理の下で適切に行うこと」を「当該利用者の居宅にお

いて、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機

能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を適切に行うものとする」に改め、同条

中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ、第６号の次に

次の１号を加える。 

(７) 指定看護小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

ア 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果

について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

イ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

ウ 看護小規模多機能型居宅介護従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修

を定期的に実施すること。 
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 第２０３条第２項第３号から第９号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に

改める。 

 第２０４条中「及び第１０７条」を「、第１０７条及び第１０７条の２」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日までの間は、

この条例による改正後の日光市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第３５条第３項（新条例第６０条、

第６０条の２０、第６０条の２０の３、第６０条の３８、第８１条、第１０９条、第１

２９条、第１５０条、第１７９条、第１９１条及び第２０４条において準用する場合を

含む。）の規定の適用については、同項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削

除」とする。 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ 施行日から令和７年３月３１日までの間は、新条例第９３条第７号及び第１９９条第

７号の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよ

う努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第１０７条の２（新条例第１２９

条、第１５０条、第１７９条、第１９１条及び第２０４条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、同条中「しなければ」とあるのは「するよう努めなければ」

とする。 

 （協力医療機関との連携に関する経過措置） 

５ 施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第１７４条第１項（新条例第１９

１条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「定めておかなけ

れば」とあるのは「定めておくよう努めなければ」とする。 
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議案第３５号 

 

日光市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに 

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方 

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに 

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方 

法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 

 

日光市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成２５年日光市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「、管理者を」削り、「従事させ、」を「従事し、」に改め、「同一敷地内

にある」を削り、「従事させる」を「従事する」に改める。 

 第１０条第２項中「指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平

成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介

護療養型医療施設をいう。第４５条第６項において同じ。）」を「健康保険法等の一部を改

正する法律（平成１８年法律第８３号）第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項

第３号に規定する指定介護療養型医療施設」に改める。 

 第１１条第１項中「、管理者を」を削り、「従事させ、」を「従事し、」に改め、「同一敷
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地内にある」を削り、「従事させる」を「従事する」に改める。 

 第３３条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」

を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」に改

め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイト

に掲載しなければならない。 

 第４１条第２項第２号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同項第６号を同項

第７号とし、同条第５号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同条第６号

とし、同条第４号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同条第５号とし、

同条第３号中「に規定する」を「の規定による」に改め、同号を同条第４号とし、同条第

２号の次に次の１号を加える。 

(３) 第４３条第１１号の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体的拘束等」という。）の態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並び

に緊急やむを得ない理由の記録 

 第４３条第１４号中「第１２号」を「第１４号」に改め、同号を同条第１６号とし、同

条中第１３号を第１５号とし、第１０号から第１２号までを２号ずつ繰り下げ、同条第９

号の次に次の２号を加える。 

(１０) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の

利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等

を行ってはならない。 

(１１) 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 第４５条第６項の表中「、指定介護療養型医療施設（医療法（昭和２３年法律第２０５

号）第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。）」を削る。 

 第４６条第１項中「管理者を当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」を「当

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」に、「従事させ、又は当該指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第６項の表の当該指定介護予防小規模多機能

型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄に掲

げる施設等の職務、同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地

域密着型サービス基準条例第７条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看
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護事業所をいう。以下同じ。）の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定地域密着型サービス基準条例

第７条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。）

が、指定夜間対応型訪問介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第７条第１項に規

定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。以下同じ。）、指定訪問介護事業者（指定居

宅サービス等基準第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）又は指

定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準第６０条第１項に規定する指定訪問看護事業

者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、一体的な運営を行っている場合には、これら

の事業に係る職務を含む。）若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常

生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）に従事させ

る」を「従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事する」に改める。 

 第５４条第１項中「身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束

等」という。）」を「身体的拘束等」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、

次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (１) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用

して行うことができるものとする。）を３月に１回以上開催するとともに、その結果に

ついて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (２) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 

 (３) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に

実施すること。 

 第６４条の次に次の１条を加える。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置） 

第６４条の２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産

性の向上に資する取組の促進を図るため、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事

業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する

方策を検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとす

る。）を定期的に開催しなければならない。 
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 第６５条第２項第３号から第７号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改

める。 

 第７３条第１項中「同一敷地内にある」及び「若しくは併設する指定小規模多機能型居

宅介護事業所」を削る。 

 第８０条中「若しくは」を「又は」に改め、同条ただし書中「これらの事業所、施設等

が同一敷地内にあること等により」を削る。 

 第８４条中第３項を第８項とし、第２項を第７項とし、第１項の次に次の５項を加える。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、前項の規定に基づき協力医療機関

を定めるに当たっては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなけ

ればならない。 

 (１) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制

を、常時確保していること。 

 (２) 当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者からの診療の求めがあった場

合において診療を行う体制を、常時確保していること。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、１年に１回以上、協力医療機関と

の間で、利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名

称等を、当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定を行った市町村

長に届け出なければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、感染症の予防及び感染症の患者に

対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第１７項に規定する第２

種協定指定医療機関（次項において「第２種協定指定医療機関」という。）との間で、新

興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第８項に規定する

指定感染症又は同条第９項に規定する新感染症をいう。次項において同じ。）の発生時等

の対応を取り決めるように努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、協力医療機関が第２種協定指定医

療機関である場合においては、当該第２種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発

生時等の対応について協議を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者が協力医療機関その他の医

療機関に入院した後に、当該利用者の病状が軽快し、退院が可能となった場合において

は、再び当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に速やかに入所させること
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ができるように努めなければならない。 

 第８６条第２項第２号から第６号までの規定中「に規定する」を「の規定による」に改

める。 

 第８７条中「及び第６２条」を「、第６２条及び第６４条の２」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日までの間は、

この条例による改正後の日光市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例（以下「新条例」という。）第３３条第３項（新条例第

６６条及び第８７条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指

定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲

載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。 

 （身体的拘束等の適正化に係る経過措置） 

３ 施行日から令和７年３月３１日までの間は、新条例第５４条第３項の規定の適用につ

いては、同項中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。 

（利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討

するための委員会の設置に係る経過措置） 

４ 施行日から令和９年３月３１日までの間は、新条例第６４条の２（新条例第８７条に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用については、同条中「しなければ」とあるの

は「するよう努めなければ」とする。 
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議案第３６号 

 

日光市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等 

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 

日光市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等 

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の 

一部を改正する条例 

 

日光市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年日光市条例第

３０号）の一部を次のように改正する。 

第５条中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センターの設置者である指定介

護予防支援事業者」に改め、「（以下「指定介護予防支援事業所」という。）」を削り、同条

に次の１項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、当該指定に係る事業所ご

とに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の介護支援専門員を置か

なければならない。 

第６条第１項中「指定介護予防支援事業所」を「当該指定に係る事業所（以下「指定介

護予防支援事業所」という。）」に改め、同条第２項中「管理者」を「地域包括支援センタ

ーの設置者である指定介護予防支援事業者が前項の規定により置く管理者」に改め、同条
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に次の２項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者が第１項の規定により置く管

理者は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号

イ（３）に規定する主任介護支援専門員（以下この項において「主任介護支援専門員」

という。）でなければならない。ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である

等やむを得ない理由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除

く。）を第１項に規定する管理者とすることができる。 

４ 前項の管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、次に掲げ

る場合は、この限りでない。 

 (１) 管理者がその管理する指定介護予防支援事業所の介護支援専門員の職務に従事す

る場合 

 (２) 管理者が他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定介護予防支援事業

所の管理に支障がない場合に限る。） 

第７条第３項中「担当職員」の次に「（指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援

事業者の場合にあっては介護支援専門員。以下この章及び次章において同じ。）」を加える。 

第１３条に次の２項を加える。 

２ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項の利用料のほか、利

用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して指定介護予防支援

を行う場合には、それに要した交通費の支払を利用者から受けることができる。 

３ 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、前項に規定する費用の額

に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サ

ービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 第１４条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

第１５条各号列記以外の部分中「指定介護予防支援事業者」を「地域包括支援センター

の設置者である指定介護予防支援事業者」に改め、同条第１号中「指定介護予防支援の」

を「委託に当たっては、」に改め、「（平成１１年厚生省令第３６号）」を削り、同条第４号

中「委託を受ける」を「委託する」に改め、「次章の規定」の次に「（第３６条第３１号の

規定を除く。）」を加える。 

第２６条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」

を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」改め、
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同条に次の１項を加える。 

３ 指定介護予防支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。 

第３４条第２項中「第４号及び第５号」を「第５号及び第６号」に改め、同項第２号イ

中「アセスメント」を「第３６条第７号に規定するアセスメント」に改め、同号オ中「モ

ニタリング」を「第３６条第１７号に規定するモニタリング」に改め、同項中第５号を第

６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(３) 第３６条第２号の３の規定による身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（第３６条第２号の２及び第２号の３において「身体的拘束等」という。）の態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

第３６条第２号の次に次の２号を加える。 

(２)の２ 指定介護予防支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはなら

ない。 

(２)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第３６条第１２号中「基準等を定める条例（平成２５年栃木県条例第１５号。以下「指

定介護予防サービス等基準条例」という。）第７７条第２号」を「基準（平成１８年厚生労

働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第７６条第２号」に、「指

定介護予防サービス等基準条例」を「指定介護予防サービス等基準」に、「求めること」を

「求めるものとする」に改め、同条第１３号中「指定介護予防サービス等事業者」を「指

定介護予防サービス事業者等」に、「の指定介護予防サービス等基準条例」を「指定介護予

防サービス等基準」に、「聴取すること」を「聴取しなければならない」に改め、同条第１

４号中「当該」及び「以下「モニタリング」という。」を削り、「指定介護予防サービス等

事業者」を「指定介護予防サービス事業者等」に、「行うこと」を「行うものとする」に改

め、同条第１７号中「モニタリングに当たっては、当該」を「第１４号に規定する実施状

況の把握（以下「モニタリング」という。）に当たっては」に、「指定介護予防サービス等

事業者」を「指定介護予防サービス事業者等」に、「よること」を「より行わなければなら

ない」に改め、同号ア中「及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著

しい変化があったときは、当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者」を「、利用者」に改
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め、同号中ウをオとし、同号イ中「訪問しない月」の次に「（イただし書の規定によりテレ

ビ電話装置等を活用して利用者に面接する月を除く。）」を加え、「条例第１１８条第１項」

を「第１１７条第１項」に、「事業所をいう。）等」を「事業所をいう。）」に、「当該利用者」

を「利用者」に改め、同号中イをエとし、アの次に次のように加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、

次のいずれにも該当する場合であって、サービスの提供を開始する月の翌月から起

算して３月ごとの期間（以下この号において単に「期間」という。）について、少な

くとも連続する２期間に１回、利用者の居宅を訪問し、面接するときは、利用者の

居宅を訪問しない期間において、テレビ電話装置等を活用して、利用者に面接する

ことができる。 

   (ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の

同意を得ていること。 

   (イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当

者その他の関係者の合意を得ていること。 

    a 利用者の心身の状況が安定していること。 

    b 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通を行うことができること。 

    c 担当職員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できない情報

について、担当者から提供を受けること。 

ウ サービスの評価期間が終了する月及び利用者の状況に著しい変化があったときは、

利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。 

第３６条に次の１号を加える。 

(３１) 指定居宅介護支援事業者である指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の３

０の２第１項の規定により市町村長から情報の提供を求められた場合には、その求め

に応じなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日までの間は、

この条例による改正後の日光市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介
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護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

（以下「新条例」という。）第２６条第３項（新条例第３８条において準用する場合を含

む。）の規定の適用については、同項中「指定介護予防事業者は、原則として、重要事項

をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」とする。 



1 

議案第３７号 

 

日光市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

の一部を改正する条例 

 

日光市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成３

０年日光市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

第３条第４項中「地域包括支援センター」を「法第１１５条の４６第１項に規定する地

域包括支援センター（以下「地域包括支援センター」という。）」に改める。 

第５条第２項中「利用者の数が３５」を「利用者の数（当該指定居宅介護支援事業者が

指定介護予防支援事業者の指定を併せて受け、又は法第１１５条の２３第３項の規定によ

り地域包括支援センターの設置者である指定介護予防支援事業者から委託を受けて、当該

指定居宅介護支援事業所において指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介

護予防支援をいう。以下この項及び第１６条第３０号において同じ。）を行う場合にあって

は、当該事業所における指定居宅介護支援の利用者の数に当該事業所における指定介護予

防支援の利用者の数に３分の１を乗じた数を加えた数。次項において同じ。）が４４」に改

め、同条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業所が、公益社団法人国民健康保険中

央会（昭和３４年１月１日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人

をいう。）が運用及び管理を行う指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等
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の使用に係る電子計算機と接続された居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処

理システムを利用し、かつ、事務職員を配置している場合における第１項に規定する員

数の基準は、利用者の数が４９又はその端数を増すごとに１とする。 

 第６条第３項各号列記以外の部分中「管理者」を「第１項に規定する管理者」に改め、

同項第２号中「同一敷地内にある」を削る。 

 第７条第２項中「あらかじめ」の次に「、利用者又はその家族に対し」を加え、「、前６

月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下この項において「訪問

介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前６月

間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた

訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービ

ス事業者によって提供されたものが占める割合等について」を「等につき」に改め、同条

第８項を同条第９項とし、同条第７項各号列記以外の部分中「第４項」を「第５項」に改

め、同項第１号中「第４項各号」を「第５項各号」に改め、同項を同条第８項とし、同条

第６項中「第４項第１号」を「第５項第１号」に改め、同項を同条第７項とし、同条第５

項を同条第６項とし、同条第４項中「第７項」を「第８項」に改め、同項を同条第５項と

し、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利

用者又はその家族に対し、前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された

居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通

所介護（以下この項において「訪問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サ

ービス計画の数が占める割合及び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成

された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居

宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める

割合につき説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。 

 第１６条第２号の次に次の２号を加える。 

(２)の２ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむ得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動

を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

(２)の３ 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の
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心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

第１６条第１３号中「以下「モニタリング」という。」を削り、「行うこと」を「行うも

のとする」に改め、同条第１４号中「すること」を「するものとする」に改め、同条第１

５号中「モニタリングに当たっては」を「第１３条に規定する実施状況の把握（以下「モ

ニタリング」という。）に当たっては」に改め、同号ア中「利用者の居宅を訪問し、」を削

り、同号中イをウとし、アの次に次のように加える。 

イ アの規定による面接は、利用者の居宅を訪問することによって行うこと。ただし、

次のいずれにも該当する場合であって、少なくとも２月に１回、利用者の居宅を訪問

し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪問しない月においては、テレビ電話

装置等を活用して、利用者に面接することができるものとする。 

(ア) テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の

同意を得ていること。 

(イ) サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治の医師、担当

者その他の関係者の合意を得ていること。 

 a 利用者の心身の状況が安定していること。 

 b 利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。 

 c 介護支援専門員が、テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは把握できな

い情報について、担当者から提供を受けること。 

 第１６条第３０号中「規定に基づき、」の次に「地域包括支援センターの設置者である」

を加える。 

 第２７条第１項中「重要事項」の次に「（以下この条において単に「重要事項」という。）」

を加え、同条第２項中「前項に規定する事項」を「重要事項」に、「同項」を「前項」改め、

同条に次の１項を加える。 

３ 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。 

 第３５条第２項中「第４号及び第５号」を「第５号及び第６号」に改め、同項中第５号

を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加え

る。 

(３) 第１６条第２号の３の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （重要事項の掲示に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から令和７年３月３１日までの間は、

この条例による改正後の日光市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

等を定める条例（以下「新条例」という。）第２７条第３項（新条例第３６条において準

用する場合を含む。）の規定の適用については、同項中「指定居宅介護支援事業者は、原

則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。」とあるのは「削除」と

する。 
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議案第３８号 

 

  日光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 

日光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

 

日光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年日光市

条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「次条第１項」の次に「、第７条の３第２項」を加える。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第７条の２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事

業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対す

る事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活に

おける安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全

に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」という。）を策定し、当

該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研

修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られる

よう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。 
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４ 家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の

変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第７条の３ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移

動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び

降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、

利用乳幼児の所在を確認しなければならない。 

２ 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車（運転者席及びこれと

並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しない

ものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少な

いと認められるものを除く。）を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の

車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の

確認（利用乳幼児の降車の際に限る。）を行わなければならない。 

第１０条中「設置するときは」の次に「、その行う保育に支障がない場合に限り」を加

え、同条ただし書を削る。 

第１４条第２項中「必要な措置を講ずるよう」を「、職員に対し、感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を

定期的に実施するよう」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第３９号 

 

  日光市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例の制定について 

 

日光市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

一部を改正する条例 

 

日光市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年

日光市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第６条の次に次の２条を加える。 

（安全計画の策定等） 

第６条の２ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保を図るため、放課後児童

健全育成事業所ごとに、当該放課後児童健全育成事業所の設備の安全点検、職員、利用

者等に対する事業所外での活動、取組等を含めた放課後児童健全育成事業所での生活そ

の他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他放課後児童健全

育成事業所における安全に関する事項についての計画（以下この条において「安全計画」

という。）を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前

項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の安全の確保に関して保護者との連携が図られ

るよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならな

い。 
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４ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全

計画の変更を行うものとする。 

 （自動車を運行する場合の所在の確認） 

第６条の３ 放課後児童健全育成事業者は、利用者の事業所外での活動、取組等のための

移動その他の利用者の移動のために自動車を運行するときは、利用者の乗車及び降車の

際に、点呼その他の利用者の所在を確実に把握することができる方法により、利用者の

所在を確認しなければならない。 

 第１２条の次に次の１条を加える。 

（業務継続計画の策定等） 

第１２条の２ 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、感染症

や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下この条において「業務継続

計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

２ 放課後児童健全育成事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。 

３ 放課後児童健全育成事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて

業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。 

第１３条第２項中「必要な措置を講ずるよう」を「、職員に対し感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定

期的に実施するよう」に改める。 

附則第２条中「この条例の施行の日から平成３２年３月３１日までの間」を「当分の間」

に、「平成３２年３月３１日までに」を「その者の研修計画を定めた上で、放課後児童支援

員としての業務に従事することとなった日から２年以内に当該研修を」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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議案第４０号 

 

日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び日光市職員の 

育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び日光市職員の育児休業等

に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び日光市職員の 

育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

（日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 日光市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年日光市条例

第８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条中「及び特殊勤務手当」を「、勤勉手当及び特殊勤務手当」に、「及び期末手

当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

第１４条第２項中「及び第２４条」を削り、同条の次に次の１条を加える。 

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第１４条の２ 給与条例第１７条の４の規定は、任期の定めが６月以上のフルタイム会

計年度任用職員について準用する。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について

準用する。 

第２４条第１項中「以下この条において同じ。」を削り、同条第２項を次のように改

める。 

２ 第１４条第２項及び第３項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の期末手当に

ついて準用する。 
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第２４条第３項を削り、同条の次に次の１条を加える。 

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当） 

第２４条の２ 給与条例第１７条の４の規定は、任期の定めが６月以上のパートタイム

会計年度任用職員（１週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして市規則で定め

るものを除く。）について準用する。この場合において、給与条例第１７条の４第３

項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対す

る地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日（退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日）以前６月以内のパートタイム会計年

度任用職員としての在職期間における報酬（フルタイム会計年度任用職員との均衡を

考慮して市規則で定める額を除く。）の１月当たりの平均額」と読み替えるものとす

る。 

２ 第１４条第２項及び第３項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当に

ついて準用する。 

（日光市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 日光市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年日光市条例第３６号）の一部

を次のように改正する。 

  第７条第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項

に規定する会計年度任用職員を除く。）」を削る。 

  第８条中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



 

議案第４１号 

 

日光市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日光市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

         日光市長等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

 

日光市長等の給与の特例に関する条例（令和２年日光市条例第３号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条中「令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで」を「令和６年４月１日から

令和７年３月３１日まで」に改める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 



 

議案第４２号 

 

日光市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する条例 

の制定について 

 

日光市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一   

 

日光市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する条例 

 

 日光市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（令和４年日光市条例第５０号）

の一部を次のように改正する。 

第７条中「次に」を「次の各号に」に、「第３条から前条までの」を「当該各号に定める」

に改め、同条第１号中「定めるもの」を「定めるもの 第３条から前条までの規定」に改

め、同条第２号中「手続等のうち当該手続等」を「申請等及び処分通知等のうち当該申請

等又は処分通知等」に改め、「その他の情報通信技術を利用する方法」を削り、「、第４条

第１項、第５条第１項又は前条第１項」を「又は第４条第１項」に、「除く。）」を「除く。） 

 第３条及び第４条の規定」に改め、同条に次の１号を加える。 

(３) 縦覧等及び作成等のうち当該縦覧等又は作成等に関する他の条例等の規定におい

て情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されるもの（第５条第１項又は

前条第１項の規定に基づき行うことを規定されているものを除く。） 前２条の規定 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第４３号 

 

 日光市霧降スケートセンターの指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４

４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                          日光市長 粉 川 昭 一 

  

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指 定 期 間 
団体の名称 所 在 地 

日光市霧降スケート

センター 

一般財団法人日光市

公共施設振興公社 

代表理事 

斎藤 信義 

日光市瀬尾１６４０

番地２２ 

令和６年４月１日 

から 

令和１１年３月３１日 

まで 

 



議案第４４号 

 

財産の無償譲渡について 

 

次の財産を無償譲渡するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第６号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

日光市長 粉 川 昭 一 

 

１ 財 産 日光市地域情報通信基盤整備事業で構築した光ファイバケーブル設備 

及び附属設備 

 光ファイバ芯線 ３７６ｋｍ 

 ＩＰ－ＢＯＸ ７基     ほか 

 

２ 相手方 埼玉県さいたま市浦和区常盤五丁目８番１７号 

東日本電信電話株式会社 執行役員 埼玉事業部長 市川 泰吾 
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議案第４５号 

 

市道路線の変更について 

 

 次のとおり市道路線を変更することについては、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                         日光市長 粉 川 昭 一   

 

変更

前後

の別 
路 線 名 起 点      終 点      路線番号 

前 

柏木平線 

日光市足尾町字柏平 

４４４７番３１先 
日光市足尾町字柏平 

４４４７番４８先 
足 224002 

後 
日光市足尾町字上山 

４４４２番１先 
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柏木平線 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

変更前路線図 

変更後路線図 

柏木平線 

柏木平線 
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議案第４６号 

 

市道路線の変更について 

 

 次のとおり市道路線を変更することについては、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

                         日光市長 粉 川 昭 一   

 

変更

前後

の別 
路 線 名 起 点      終 点      路線番号 

前 

七色火線 

日光市足尾町字七色火 

１６０４番１先 

日光市足尾町字七色火 

１５７５番６先 

足 324001 

後 
日光市足尾町字七色火 

５６３０番２先 

日光市足尾町字七色火 

５６３２番１先 
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七色火線 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

変更前路線図 

変更後路線図 

七色火線 

七色火線 
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議案第４７号 

 

市道路線の認定について 

 

 次のとおり市道路線を認定することについては、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

日光市長 粉 川 昭 一   

 

路 線 名      起 点      終 点      備 考    

平ケ崎下原２号線 
日光市平ケ崎字下原 

１番８先 

日光市平ケ崎字下原 

１番２６先 
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平ケ崎下原２号線 

 
 

 
 

認定路線図 

平ケ崎下原２号線 
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議案第４８号 

 

市道路線の認定について 

 

 次のとおり市道路線を認定することについては、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第８条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

日光市長 粉 川 昭 一   

 

路 線 名      起 点      終 点      備 考    

杉ノ沢銀星５号線 
日光市土沢字銀星 

２０６３番６先 

日光市土沢字銀星 

２０６３番７１先 
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杉ノ沢銀星５号線 

 
 

 
 

認定路線図 

杉ノ沢銀星５号線 



1 

議案第４９号 

  

辺地に係る総合整備計画の変更について 

 

 中小来川辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、辺地に係る公

共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）

第３条第８項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

日光市長 粉 川 昭 一   
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総 合 整 備 計 画 書 

 

栃木県日光市 中小来川辺地 

（辺地の人口 １２０人 面積 １．１k㎡） 

 

１ 辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称 

    栃木県日光市中小来川 

（２）地域の中心の位置 

    栃木県日光市中小来川２９４７番地４ 

（３）辺地度点数 

    １２５点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

中小来川地区は、日光市南部に位置する山間地帯であり、日光市と鹿沼市を結ぶ主要

地方道鹿沼日光線沿線の集落である。近年は少子高齢化や過疎化の進行が大きな問題と

なっている。 

小来川診療所の X 線発生装置は、へき地診療所である当該診療所において平成２３年

度から使用しており、設置から１０年以上が経過している。耐用年数が超過し、今後故障

時の修繕が困難になることから、当該機器を更新することで質の高い医療サービスを提

供し、地域住民が安心して診療を受けることができる体制を確保するものである。 

  小来川公民館は、築５５年以上が経過しており、老朽化が著しく、安全面や機能面が

低下しているため、建替を行うことで託児所等の機能を付加し、地域の拠点となるよう

整備を行うものである。 

小来川診療所は、３０年以上が経過しており、老朽化が著しく、安全性が低下している

ことから、施設の安全性を確保し、今後も地域における医療と保健衛生の拠点としての

機能を継続していくために、整備を行うものである。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

  令和５年度から令和８年度まで  ４年間            （単位：千円） 

区 分 

事業主体名 

施設名 

 

事業費 

 

財 源 内 訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
特定財源 一般財源 

小来川診療所 

医療機器 
日光市 9,975 4,987 4,988 4,900 

小来川公民館 日光市 320,000 0 320,000 320,000 
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小来川診療所 日光市 15,919 0 15,919 15,800 

合計 345,894 4,987 340,907 340,700 
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議案第５０号 

  

辺地に係る総合整備計画の変更について 

 

 日向辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、辺地に係る公共的

施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第

３条第８項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

日光市長 粉 川 昭 一   
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総 合 整 備 計 画 書 

 

栃木県日光市 日向辺地 

（辺地の人口 １９５人 面積 ４３．２k㎡） 

 

１ 辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称 

    栃木県日光市日向 

（２）地域の中心の位置 

    栃木県日光市日向１１１２番地４ 

（３）辺地度点数 

    １２１点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

日向地区は、日光市北部に位置する山間地帯であり、主要地方道川俣温泉川治線沿線

の集落である。冬季時は積雪も多く、近年は少子高齢化や過疎化の進行が大きな問題と

なっている。 

後生橋橋りょう維持補修事業は、当地区内の生活道路である市道石焼線の後生橋が、

架設後４０年以上経過していることから、老朽化が進み、劣化・損傷が顕在化している

ため、地域住民の安全な通行を確保するよう補修工事を実施するものである。 

 石焼トンネル維持補修事業は、当地域の林業を支える重要な市道石焼線の石焼トンネ

ルが、築造後３５年以上経過していることから、老朽化が進み、劣化・損傷が顕在化し

ているため、林業従事者の安全な通行を確保するよう補修工事を実施するものである。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

  令和５年度から令和７年度まで ３年間             （単位：千円） 

区 分 

事業主体名 

施設名 

 

事業費 

 

財 源 内 訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
特定財源 一般財源 

後生橋 日光市 26,000 14,300 11,700 11,700 

石焼トンネル 日光市 7,500 4,125 3,375 3,300 

合 計 33,500 18,425 15,075 15,000 
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議案第５１号 

  

辺地に係る総合整備計画の変更について 

 

 川俣辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、辺地に係る公共的

施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第

３条第８項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

日光市長 粉 川 昭 一   
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総 合 整 備 計 画 書 

 

栃木県日光市 川俣辺地 

（辺地の人口 １２８人 面積 １８４．９k㎡） 

 

１ 辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称 

    栃木県日光市川俣 

（２）地域の中心の位置 

    栃木県日光市川俣５８２番地 

（３）辺地度点数 

    ２５９点 

 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

川俣地区は、日光市北部に位置し、主要地方道川俣温泉川治線の起点の山間地帯にあ

る集落である。川俣温泉や奥鬼怒温泉といった温泉地を有する地域であり、冬季時は積

雪も多く、近年は観光客の減少や少子高齢化、過疎化の進行が大きな問題となっている。 

林道奥鬼怒線は、ゴールデンウィークや紅葉時期には特に観光客の通行が多い路線で

あるが、標高１，０００ｍを超える厳しい自然環境の中に位置するため、舗装の損傷が著

しい箇所が多数あり、加えて一部区間では落石が発生し通行に不便をきたしている。 

この課題解決のため、舗装改良工事及び落石防護柵設置工事並びに法面工事を実施す

ることで、安全な通行の確保を図るとともに、快適・円滑な通行の確保をし、川俣地区の

観光地としての価値の向上を図るものである。 

市道馬坂線は、観光周遊だけでなく、有事の際に前述主要地方道の迂回路としての機

能も持つ路線であるが、未改良（砂利敷）であり、通行に不便をきたしている。  

この課題解決のため、道路改良工事を実施することで、安全・快適な通行の確保を図る

ものである。 

また、市道横道線は、前述主要地方道と川俣ダム湖を結ぶ路線であり、ゴールデンウィ

ークや紅葉時期には特に観光客の通行が多い路線であるが、未改良（砂利敷）であり、通

行に不便をきたしている。 

この課題解決のため、道路改良工事を実施することで、安全・快適な通行の確保を図る

ものである。 

  さらに、市道川俣上原線は、前述主要地方道と川俣地区の中心地が交差する路線であ

り、中心地の路面雨水を排水する路線であるが、道路施設（舗装・側溝）の老朽化が著

しく、豪雨時は通行に不便をきたしている。 

この課題解決のため、道路改良工事を実施することで、安全・快適な通行の確保を図る

ものである。 

除雪機械購入事業については、豪雪地帯の指定を受けている地域内にある林道奥鬼怒

線について、冬季間においても生活路線として利用されることから、大雪による集落の
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孤立防止や災害時の早急な対応のため迅速な除雪作業が必要となる。 

この課題解決のため、冬季間の安全な通行の確保は極めて重要であることから、新た

な除雪機を整備し、降雪による社会的影響を最小限にとどめ、地域住民が安心した日常

生活を営めるよう効果的・効率的な除排雪を図るものである。 

無砂谷橋橋りょうは、有事の際に前述主要地方道の迂回路としての機能を持つ市道馬

坂線に架設されているが、架設後５０年以上経過していることから、老朽化が進み、劣

化・損傷が顕在化しているため、利用者の安全な通行を確保するよう補修工事を実施す

るものである。 

 

３ 公共的施設の整備計画 

  平成２７年度から令和６年度まで １０年間           （単位：千円） 

区 分 

事業主体名 

施設名 

 

事業費 

 

財 源 内 訳 一般財源のうち

辺地対策事業債

の予定額 
特定財源 一般財源 

林道奥鬼怒線 栃木県 140,232 0 140,232 140,000 

林道奥鬼怒線 日光市 485,350 230,950 254,400 254,300 

市道馬坂線 日光市 130,500 0 130,500 130,500 

市道横道線 日光市 20,000 0 20,000 20,000 

市道川俣上原線 日光市 56,000 0 56,000 56,000 

除雪機械 日光市 60,000 0 60,000 60,000 

無砂谷橋 日光市 67,100 36,905 30,195 30,100 

合 計 959,182 267,855 691,327 690,900 

 



議案第５２号 

 

令和５年度（2023 年度）日光市一般会計補正予算（第８号）について 

 

 令和５年度（2023 年度）日光市一般会計予算については、別冊のとおり補正するものと

する。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

        日光市長  粉 川 昭 一   

 

 



議案第５３号 

 

令和５年度（2023 年度）日光市介護保険事業特別会計 

補正予算（第３号）について 

 

 令和５年度（2023 年度）日光市介護保険事業特別会計予算については、別冊のとおり補

正するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

        日光市長  粉 川 昭 一   

 



議案第５４号 

 

令和５年度（2023 年度）日光市銅山観光事業特別会計 

補正予算（第２号）について 

 

 令和５年度（2023 年度）日光市銅山観光事業特別会計予算については、別冊のとおり補

正するものとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

        日光市長  粉 川 昭 一   



議案第５５号 

 

令和５年度（2023 年度）日光市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

令和５年度（2023 年度）日光市水道事業会計予算については、別冊のとおり補正するも

のとする。 

 

  令和６年（2024 年）２月６日 提 出 

 

日光市長 粉 川 昭 一   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


